
　
精
神
ま
た
は
身
体
に
障
害
の
あ
る

20
歳
未
満
の
児
童
を
扶
養
し
て
い
る

父
母
等
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

■
支
給
額(

令
和
６
年
４
月
以
降)

　
障
害
の
程
度
に
応
じ
て
、
次
の
と

お
り
支
給
額
が
決
定
し
ま
す
。

【
１
級
】
５
５
，３
５
０
円
／
月

【
２
級
】
３
６
，８
６
０
円
／
月

※
認
定
請
求
の
翌
月
分
か
ら
支
給
さ

　
れ
、
原
則
と
し
て
年
3
回
、
指
定

　
口
座
に
振
り
込
ま
れ
ま
す
。

■
そ
の
他

・
支
給
の
対
象
と
な
る
障
害
の
程
度

　
は
お
お
む
ね
中
度
で
す
が
、
ケ
ー

　
ス
に
よ
っ
て
異
な
る
た
め
、
詳
細

　
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

・
所
得
制
限
が
あ
り
、
限
度
額
を
超

　
え
る
場
合
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

・
す
で
に
受
給
し
て
い
る
方
は
、
所

　
得
状
況
届
の
提
出
が
必
要
で
す
。

※
提
出
書
類
の
案
内
（
８
月
上
旬
に

　
送
付
）
を
確
認
の
上
、
9
月
11
日

　
㈬
ま
で
に
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

　
そ
れ
ぞ
れ
の
対
象
要
件
に
該
当
す
る
方
は
、
次
の
と
お
り
各
種
手
当
の

支
給
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

福
祉
関
係
の
各
種
手
当

障
害
を
事
由
と
し
た
手
当
の
ご
案
内

福
祉
保
健
課
福
祉
係
☎
77
‐
３
９
１
４

問【
特
別
障
害
者
手
当
】

　
身
体
ま
た
は
知
的
・
精
神
に
重
度

の
障
害
が
あ
り
、
日
常
生
活
で
常
時

特
別
な
介
護
が
必
要
な
20
歳
以
上
の

在
宅
障
害
者
で
、
次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
方
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

①
重
度
の
障
害
が
二
つ
以
上
あ
る
方

②
重
度
の
障
害
が
一
つ
あ
り
、
他
の

　
障
害
が
二
つ
以
上
あ
る
方

③
重
度
の
障
害
が
一
つ
あ
り
、
そ
の

　
障
害
の
た
め
日
常
生
活
で
常
時
特

　
別
な
介
護
を
必
要
と
す
る
方

【
障
害
児
福
祉
手
当
】

　
身
体
ま
た
は
知
的
・
精
神
に
重
度

の
障
害
が
あ
り
、
日
常
生
活
で
常
時

特
別
な
介
護
が
必
要
な
20
歳
未
満
の

在
宅
障
害
児
で
、
次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
児
童
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

①
重
度
の
障
害
が
一
つ
以
上
あ
る
方

②
身
体
ま
た
は
知
的
・
精
神
に
合
併

　
障
害
の
あ
る
方

※
前
記
の
対
象
要
件
は
参
考
と
し
て

　
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

■
支
給
額(

令
和
6
年
4
月
以
降)

【
特
別
障
害
者
手
当
】

　
２
８
，８
４
０
円
／
月

【
障
害
児
福
祉
手
当
】

　
１
５
，６
９
０
円
／
月

※
認
定
請
求
の
翌
月
分
か
ら
支
給
さ

　
れ
、
原
則
と
し
て
年
度
中
4
回
、

　
支
給
月
の
前
月
ま
で
の
手
当
が
指

　
定
口
座
に
振
り
込
ま
れ
ま
す
。

■
そ
の
他

・
所
得
制
限
が
あ
り
、
限
度
額
を
超

　
え
る
場
合
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

・
す
で
に
受
給
し
て
い
る
方
は
、
所

　
得
状
況
届
の
提
出
が
必
要
で
す
。

※
提
出
書
類
の
案
内
（
８
月
上
旬
に

　
送
付
）
を
確
認
の
上
、
9
月
11
日

　
㈬
ま
で
に
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

　
在
宅
で
生
活
す
る
20
歳
以
上
の
重

度
知
的
障
害
者
お
よ
び
ね
た
き
り
身

体
障
害
者
の
方
本
人
も
し
く
は
、
そ

の
介
護
人
へ
支
給
さ
れ
ま
す
。

■
支
給
対
象
者

【
在
宅
重
度
知
的
障
害
者
】

　
満
20
歳
以
上
の
在
宅
者
で
療
育
手

帳
の
程
度
が
Ⓐ
、
Ⓐ
の
1
、
Ⓐ
の
2
、

Ａ
の
1
、
Ａ
の
2
と
判
定
さ
れ
る
障

害
者
お
よ
び
障
害
者
相
談
セ
ン
タ
ー

長
の
発
行
す
る
判
定
書
に
お
い
て
重

度
と
判
定
さ
れ
た
方

【
ね
た
き
り
身
体
障
害
者
】

　
居
宅
に
お
い
て
、
お
お
む
ね
６
カ

月
以
上
ね
た
き
り
で
、
入
浴
や
食
事
、

排
便
な
ど
日
常
生
活
の
ほ
と
ん
ど
に

人
手
を
要
す
る
満
20
歳
以
上
65
歳
未

満
の
方

【
介
護
人
】

　
前
記
に
該
当
す
る
障
害
者
と
同
居

し
、
現
に
日
常
生
活
上
必
要
な
介
護

を
し
て
い
る
家
族
の
一
人

■
支
給
額　
１
２
，６
５
０
円
／
月

※
認
定
請
求
の
翌
月
分
か
ら
支
給
さ

　
れ
、
原
則
年
2
回
、
支
給
月
の
前

　
月
ま
で
の
手
当
が
指
定
口
座
へ
振

　
り
込
ま
れ
ま
す
。

■
そ
の
他

・
所
得
制
限
が
あ
り
、
限
度
額
を
超

　
え
る
場
合
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

・
特
別
障
害
者
手
当
や
国
の
制
度
に

　
よ
る
在
宅
重
度
知
的
障
害
者
福
祉

　
手
当
を
受
給
さ
れ
て
い
る
場
合
、

　
本
手
当
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

・
す
で
に
受
給
し
て
い
る
方
は
、
所

　
得
状
況
届
の
提
出
が
必
要
で
す
。

※
提
出
書
類
の
案
内
（
８
月
上
旬
に

　
送
付
）
を
確
認
の
上
、
9
月
30
日

　
㈪
ま
で
に
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

特
別
児
童
扶
養
手
当

特
別
障
害
者
手
当・障
害
児
福
祉
手
当

在
宅
重
度
知
的
障
害
者
お
よ
び

ね
た
き
り
身
体
障
害
者
福
祉
手
当

■
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
等
助
成

18
歳
に
な
る
年
度
の
3
月
31
日
ま

で
の
間
に
あ
る
児
童
（
障
害
が
あ
る

場
合
は
20
歳
未
満
）
と
児
童
を
監
護
、

養
育
す
る
ひ
と
り
親
世
帯
の
父
母
ま

た
は
養
育
者
の
医
療
費
の
一
部
を
助

成
す
る
制
度
で
す
。

■
年
度
更
新
申
請
に
つ
い
て

　
受
給
資
格
者
の
認
定
期
限
は
申
請

日
か
ら
翌
年
10
月
31
日
ま
で
と
な
って

お
り
、11
月
1
日
以
降
の
資
格
を
得

る
に
は
毎
年
受
給
資
格
の
更
新
申
請

が
必
要
で
す
。

　
ま
た
、
受
給
資
格
の
該
当
者
で
あ

り
な
が
ら
、
現
在
は
所
得
制
限
な
ど

に
よ
り
認
定
さ
れ
な
か
っ
た
方
も
、

令
和
5
年
の
所
得
に
よ
り
受
給
対
象

者
と
認
定
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す

の
で
、
あ
ら
た
め
て
申
請
を
お
願
い

し
ま
す
。

※
申
請
後
に
審
査
を
行
い
、
受
給
資

　
格
が
認
定
さ
れ
た
方
に
は
10
月
下

　
旬
に
受
給
券
を
交
付
し
ま
す
。

　
現
在
、
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
等
助
成
の
受
給
資
格
者
と
な
っ
て
い

る
方
の
認
定
期
限
は
10
月
31
日
と
な
っ
て
お
り
、
11
月
以
降
の
受
給
資
格

を
得
る
に
は
、
年
度
更
新
の
申
請
が
必
要
で
す
。

ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
助
成
事
業

年
度
更
新
の
資
格
申
請
が
必
要
で
す

■
提
出
書
類

　
対
象
の
方
に
は
、
7
月
下
旬
に
案

内
を
送
付
し
ま
し
た
。
（
児
童
扶
養

手
当
の
現
況
届
と
同
封
）

　
各
家
庭
の
状
況
に
よ
り
添
付
書
類

が
異
な
り
ま
す
の
で
、
案
内
を
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

■
注
意
事
項

・
受
給
者
お
よ
び
同
居
し
て
い
る
親

族
（
扶
養
義
務
者
）
の
令
和
５
年
分

の
所
得
税
確
定
申
告
や
市
町
村
民
税

申
告
が
お
済
み
で
な
い
方
は
、
所
得

の
審
査
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
速
や

か
に
申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
申
告
後
、
所
得
額
な
ど
が
確
定
し

　
た
後
に
受
給
券
を
交
付
し
ま
す
。

・
子
ど
も
医
療
費
助
成
制
度
の
対
象

　
と
な
る
中
学
3
年
生
ま
で
の
児
童
に

　
は
、受
給
券
は
交
付
さ
れ
ま
せ
ん
。

■
受
付
期
間

8
月
1
日
㈭
〜
10
月
31
日
㈭

■
提
出
先

　
子
育
て
支
援
係

福
祉
保
健
課
子
育
て
支
援
係
☎
77
‐
３
９
１
４

問

■
共
済
見
舞
金

【
死
亡
】　
１
５
０
万
円

【
傷
害
】
2
万
〜
50
万
円

【
身
体
障
害
1
級
ま
た
は
2
級
】

障
害
見
舞
金
の
ほ
か
50
万
円

【
交
通
遺
児
】
1
人
に
つ
き
10
万
円

■
加
入
対
象
者

・
芝
山
町
に
住
所
登
録
し
て
い
る
方

・
町
外
に
住
ん
で
い
る
方
で
芝
山
町

　
に
住
所
登
録
し
て
い
る
住
民
に
扶

　
養
さ
れ
て
い
る
方

※
学
校
な
ど
で
加
入
す
る
集
団
会
員

　
と
の
重
複
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

■
対
象
と
な
る
交
通
事
故

①
車
両
に
よ
る
交
通
事
故
で
、自
動

　

車
安
全
運
転
セ
ン
タ
ー
か
ら
交
通

　

事
故
証
明
書(

原
則
と
し
て
人
身

　
事
故
扱
い)

が
発
行
さ
れ
た
も
の

②
電
車
な
ど
の
運
行
に
よ
る
事
故
で
、

　

警
察
署
ま
た
は
駅
長
な
ど
現
場
の

　

責
任
を
有
す
る
者
が
事
故
の
事
実

　
を
証
明
し
た
も
の

③
車
両
の
交
通
に
よ
る
事
故(

①
の
場

　

合
を
除
く)

で
、自
賠
責
保
険
が
支

　
交
通
災
害
共
済
は
、
利
益
を
目
的
と
し
な
い
住
民
相
互
の
共
済
制
度
で
、

公
共
団
体
が
運
営
し
て
い
る
安
心
な
制
度
で
す
。

交
通
災
害
共
済

万
が
一
に
備
え
て
加
入
し
ま
し
ょ
う

　
払
わ
れ
た
も
の
、ま
た
は
救
急
車
な

　
ど
の
搬
送
証
明
書
が
得
ら
れ
る
も

　
の(

見
舞
金
の
限
度
額
3
万
円)

※
会
員
の
無
免
許
運
転
な
ど
の
故
意

　
ま
た
は
重
大
な
過
失
、地
震
や
そ
の

　

他
の
異
変
、再
発
や
後
遺
症
な
ど

　

見
舞
金
が
支
払
わ
れ
な
い
場
合
も

　
あ
り
ま
す
の
で
、ご
注
意
く
だ
さ
い
。

■一般
受
付

【
申
込
期
限
】
8
月
31
日
㈯
ま
で

【
共
済
期
間
】
1
年
間

（
9
月
1
日
〜
令
和
7
年
8
月
31
日
）

【
会
費
】　
年
会
費　
１
人
７
０
０
円

■
随
時
受
付

【
申
込
期
間
】
9
月
1
日
㈰
〜

【
共
済
期
間
】　
加
入
日
の
翌
日
〜
令

和
7
年
8
月
31
日
ま
で

【
会
費
】加
入
時
期
に
よ
って
変
動

■
申
込
み

　

自
治
振
興
係
の
窓
口
に
あ
る
申
請

書
を
ご
記
入
の
上
、会
費
を
添
え
て
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

総
務
課
自
治
振
興
係
☎
77
‐
３
９
０
３

問
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